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えん罪被害者の救済のための

「刑事訴訟法の再審規定の早期改正を求める意見書」 の提出を求める請廠書

紹介議員

氏名 扱 埼 枠男
氏名 髭 湯 を 多

氏

　

名

１

　

請願趣旨

彦根市には、 再審請求人として奮闘中の市民、再審請求が認められ、再審公判で無罪を勝ち取った

市民がいます。 再審請求においては、本人の努力はもとより、彦根市民の温かい支援が寄せられてい

ます。彦根市在住の阪原弘次さんは、日野町事件について、亡父阪原弘さんのえん罪を晴らすべく再

審を請求し、 大阪高裁で認められました。 しかし、 現在の法制度のもとで、 検察官が最高裁に特別抗

告し、 再審請求の途中の状態です。 再審請求審が確定しなければ、 再審公判で、 無罪を勝ち取るため

の手続は開始されません。 阪原弘さんが逮捕されてから３６年、有罪判決が確定して２４年、阪原弘

さんは、確定の翌年に再審請求を行いましたが、えん罪を晴らせず尊厳を回復できないまま亡くなり

ました。同じく彦根市民の西山美香さんは湖東記念病院事件で見事えん罪を晴らしましたが、社会人

としての人生設計の前半といえる時期をまるごと奪われました。

再審が”針の穴に象を通すほど難ししぞ と言われ、そして、 あまりむこ時間を要するものとなってい

るのは、 再審に関して定めた法律の規定 （刑事訴訟法第４編、「再審」） が、 余りに少なく、 えん罪の

救済という再審の日的にふさわしい証拠開示をはじめとする．手続が法定されておらず、審理を担当す

る裁判所の裁量に委ねられていること、 再審開始決定に対して検察官による不服申立ができること、

に大きな原因があります。 えん罪は、極めて重大な人権侵害です。 一日も早く、刑事訴訟法がえん罪

の救済に適した内容に改正されるよう、 彦根市民として尽力するため以下の事項を請願します。



２

　

請願事項

　

彦根市議会の名で国に下記を求める意見書を提出してください。

　

次の内容を中心にした再審法の改正を速やかに行ってください。
① 証拠開示を制度化
②

　

再審開始決定に対する検察官による不服申し立ての禁止

⑨

　

再審請求手続の規定を、 公正な判断ができるものに整備

令和も年？月４‐ 日

請願者

住 所 彦根市旭町６－２２

氏 名

　

元永佐緒里
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住所 彦根市葛龍町；斜巻 功一
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彦根市正法
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えん罪被害者の救済のための刑事訴訟法の再審規定の早期改正を求める意見書 （案）

彦根市には、 再審請求人として奮闘中の市民、 再審請求が認められ再審公判で無罪を勝ち取った市民がいま

す。 再審請求においては、 本人の努力はもとより彦根市民の温かい支援が寄せられています。

彦根市在住の阪原弘次さんは、 日野町事件について、 亡父阪原弘さんのえん罪を晴らすべく再審を請求し、 大

阪高裁で認められました。 しかし、 現在の法制度のもとで、 検察官が最高裁に特別抗告し、 再審請求の途中の状

態です。再審請求権が確定しなければ、再審公判で無罪を勝ち取るための手続きは開始されません。 阪原弘さん

が逮捕されてから３６年、 有罪判決が確定して２４年、 阪原弘さんは、 確定の翌年に再審請求を行いましたが、

えん罪を晴らせず尊厳を回復できないまま亡くなりました。

　

同じく彦根市民の西山美香さんは、湖東記念病院事件で見事えん罪を晴らしましたが、 社会人としての人生設

計の前半といえる時期をまるごと奪われました。

再審が 「針の穴に象を通すほど難しい」 といわれ、 そして、 あまりに時間を要するものとなっているのは、 再

審に関して定めた法律の規定（刑事訴訟法第４編

　

「再審」） があまりに少なく、 えん罪の救済という再審の目的

にふさわしい証拠開示をはじめとする手続きが法定されておらず、 審理を担当する裁判所の裁量にゆだねられて

いること、 再審開始決定に対して検察官による不服申し立てができることに大きな原因があります。

えん罪は、きわめて重大な人権侵害です。 一日も早く刑事訴訟法がえん罪の救済に適した内容となるよう以下

３点の改正を求めます。

①証拠開示を制度化

②再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止

③再審請求手続きの規定を公正な判断ができるものに整備

以上、 地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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